
 

 

１．より「美しいまちづくり」を目指し、「（仮称）浦添市景観まちづくり計画」をつくります。 

 市では平成 19 年３月までに「（仮称）浦添市景観まちづくり計画（景観計画）」をつくるため、「景観ま

ちづくり市民会議」を発足しました。 

※「（仮称）浦添市景観まちづくり計画」とは、本市の景観まちづくりを総合的・計画的に進めていくための目

標を明らかにし、基本的な考え方をまとめるもので、かつ、市民との協働による美しいまちづくりを具体的

に進めるための指針としての役割を担うものです。 

 

２．「浦添市景観まちづくり市民会議」とは？ 

「（仮称）浦添市景観まちづくり計画」をつくるため、市民と行政がお互いの意見を交え、協働で策定す

ることを目的としています。市民会議は、有識者をはじめ、一般公募の市民で構成され、今年の 12 月ま

でに７回程開催し、「（仮称）浦添市景観まちづくり計画」に対する意見を取りまとめる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回市民会議は、8月 26 日（土）に浦添市役所議会

棟１階（102､103）会議室で開催され、学識者１名、商

業・観光、建築、緑、NPO 等の関係者 6 名、地元自治会

関係者 3 名、公募市民 5 名、事務局７名、総勢 22 名が

参加しました。市民会議の代表及び副代表として、代表

に池田 孝之（琉球大学教授）氏、副代表に友寄 孝（沖

縄建設弘済会技術環境研究所）氏が選ばれました。 
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景観まちづくり計画・条例制定の流れ
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【第１回】（本日８月 26 日） 
・市民会議の役割と今後の進め方 
・本市景観の特性と課題 
【第２回】（９月下旬） 
・市内視察による共通確認 
・景観マップの作成 
【第３回】（１０月上旬） 
・景観形成の類型及び地区の確定 
・類型別・地区別方針の検討① 
【第４回】（１０月中旬） 
・類型別・地区別方針の検討② 
【第５回】（１１月上旬） 
・類型別・地区別方針のまとめ③ 
・行為の制限の検討① 
【第６回】（１１月中旬） 
・行為の制限のまとめ② 
・住民参画の仕組みについて 
【第７回】（１２月上旬） 
・景観形成の理念・目標について 
・全体のまとめの報告 
【第８回～第１２回】（平成１９年１

月～３月）計画に基づく条例案の作成



  

市民会議の前半では、「本市景観行政の取組経緯と

景観計画策定」及び「景観まちづくり市民会議の役

割と進め方」、後半では昭和 63 年に作成した景観基

本計画をもとに「浦添市の景観特性」と「景観形成

方針の把握と重点地区のまちづくり方針の把握」に

ついて説明を行い、主に２つのテーマを中心に議論

を行いました。その主な内容を以下に紹介します。 

●検討内容の概要紹介 

１．「市民会議の役割と今後の進め方（テーマ１）」について 

・市民会議の委員が主体となって、様々な議論を交わしながら、市全体の方針等をつくる。 
・「浦添市らしさ」や望ましい浦添市の姿（理念や目標・

コンセプト）などを議論し、共通認識や共通イメー

ジをもつ。（あまり法律の枠に縛られないほうが良

い。） 
 
・庁内の担当職員（作業部会メンバー）が市民会議への参画や必要に応じた専門家（昆虫や植物など）

のアドバイザー的な参加も可能である。 
・重点（仲間）地区まちづくり塾へ市民会議の委員が数名参加して意見交換を行うなど、市民会議と連

携する。 
・議論を深めていくためにも、市民会議のメンバー数名と事務局から構成する「（（仮称）プロセスデザイン

作業部会」を設けたらどうか。 
・市全体の方針をつくるときに、類型別または地区別が良いのかの判断は具体的に作業を進めながらで

ないと判断が難しい。 
・昭和 63 年の景観基本計画の内容を踏まえながら、都市マスタープランや緑の基本計画、国立劇場や区

画整理などの新たな動向等を確認しながら、目標や方針等を検討することが大切である。 
２．「本市景観の特性と課題（テーマ２）」について 

（１）景観特性など 
・浦添市景観の特徴の一つとして地形があげられる。 
・地形は海に向かって傾斜している。さらに、（東西に直行して）所々に崖があり、その存在が景観とし

て大きい。例えば、国道 58 号を北に向かって進むと、東側に断崖など、尾根線状に緑がある。 
・港川から伊祖・仲間にかけて、浦添断層崖（斜面緑地）があり、（緑の骨格は）景観的に重要である。

・前回の景観基本計画では、琉球王府発祥の地として位置づけられ、浦添の歴史と文化を語る丘という

位置づけであった。 
（２）重点地区について 
・安波茶には文化財等の資源が多い。仲間地区だけでなく安波茶も重点地区として含めるかどうか、範

囲を議論してはどうか。 
（３）その他 
・地形模型または標高の高さ別に色分けした図面があれば把握しやすいのでは。 
３．次回の現地視察ルート（案）について 

 

・シンボル的な空寿岬や新しい建物や河川改善等を

行っている小湾川沿いも含めて現地視察ルート

を検討する。 

４．次回以降の開催予定日（場所は後日連絡） 

・第２回 市内現地視察 ：９月 30 日（土）10:00～ 
・第３回 市民会議：10 月 10 日（火） 午後 6:00～8:00
・第４回 市民会議：10 月 31 日（火） 午後 6:00～8:00


